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令和８年度幕張新都心まちづくり検討業務委託 

仕様書 

 

１ 目的 

幕張新都心は、まちびらきから３５年以上が経過し、「職・住・学・遊」の複合機能を備えた

未来型の国際業務都市として、日々２３万人が活動するまちへと発展を遂げてきた。一方で、

当初の計画と社会経済状況とのギャップが顕在化してきている。 

今後も幕張新都心が千葉市及び千葉県をけん引する地域として継続して成長していくために

は、２０～３０年後の将来を見据えつつ、概ね１０年後のまちづくりの方向性を具体的に広く

示し、民間の投資や参画を促すなど官民連携によるまちづくりが求められている。 

まちづくりの主体である千葉市として、令和４年８月には「幕張新都心まちづくり将来構想」

を策定しており、この将来構想を踏まえ、幕張新都心がさらに「新規性・先端性」「多様性」を

高め、発展するためには、まちづくりの基本的な方針を関係者間で共有し、実効性を持って着

実に推進していく必要がある。 

本業務は、「（仮称）幕張新都心まちづくり基本方針」の策定に向けて、必要な検討を行うこ

とを目的とする。 

   

２ 委託名 

  令和８年度幕張新都心まちづくり検討業務委託 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和９年３月１９日（金）まで 

 

４ 適用の範囲 

  本仕様書は、千葉市が発注する「令和８年度幕張新都心まちづくり検討業務委託」を受託し

た者が遵守すべき主要な事項を示したものであり、契約書に定めるもののほか、千葉市予算会

計規則、千葉市契約規則、その他関係法令によるものとする。 

 

５ 業務の理念 

  本業務を施行するにあたって、受注者は発注者の意図及び目的を十分理解したうえで経験の

ある最上級の技術者を定め、かつ、適正な人員を配置して、最高技術を発揮できるよう努力す

るとともに、正確丁寧に行うものとする。 

 

６ 業務の指示及び監督 

  （１）受注者は、本業務を施行するにあたり、当該契約に基づき千葉市が定める監督職員と常

に密接な連絡を取り、その指示に従わなければならない。 

  （２）受注者は、業務上必要と思われるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項並びに仕

様書に明記していない事項については、発注者と前もって協議し、その指示に従わなけ

ればならない。 
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７ 対象地域 

   千葉市美浜区中瀬１丁目外（幕張新都心全域） 

  ※別紙「位置図」のとおり 

 

８ 業務内容 

昨年度まで、幕張新都心まちづくりの基本的な方針の策定に向けて、令和６年には業務研究

地区およびタウンセンター地区で構成する中心地区を取り巻く社会経済の変化や中心地区のべ

現状を把握するための基礎調査、令和７年度には先行して「中心地区のまちづくりの取り組み」

の素案を検討してきた。 

本業務では、幕張新都心の「各地区のまちづくりの取り組み」の素案を作成するとともに、

幕張新都心全体の概ね１０年後のまちの将来像を検討するものとする。 

詳細は以下の業務を行うこととする。 

 

（１）各地区のまちづくりの取り組み（素案）の作成 

豊砂地区におけるマリンスタジアムの再構築や幕張海浜公園 A・B ブロックにおける施設

整備の検討等と連携し、豊砂地区、幕張海浜公園などの概ね１０年後のまちづくりの方向性

について、産業施策と都市施策の両視点から検討する。 

なお、中心地区については令和７年度までの検討をさらに深化させ具体性を高める。 

 

（２）幕張新都心全体の将来像の検討 

   各地区の機能や幕張新都心全体の概ね１０年後のまちの将来像について、都市機能、都市

環境、緑と水辺のネットワーク、域内外のモビリティ（歩行者動線含む）等、様々な視点か

ら検討する。併せて、これまでの幕張新都心の計画や実態の整理も含め、俯瞰的に検討し、

幕張新都心や各地区の在り方について整理する。 

 

（３）関係者との協議に向けた資料作成・有識者等ヒアリング支援 

   庁内外の意見交換や関係者との協議などに使用する資料の提案や作成を行う。また、（１）

（２）の検討も効果的に行うための有識者等へのヒアリング候補者の提案や実施の支援を行

う。 

 

９ 各種手配及び必要経費について 

有識者等への謝礼、資料や物品等などの経費は委託費に含むものとする。 

 

10 作業計画書の作成 

受注者は、次に掲げる事項を記載した作業計画書を作成し、発注者と協議の上、承認を得る

ものとする。 

（１）業務内容及び工程 

「８ 業務内容」の工程別の作業実施計画を立案するものとする。 
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  （２）業務実施体制 

     業務体制、業務担当表、連絡体制、連絡先 

【業務実施体制における想定する役割】 

総括責任者…本業務委託を確実に履行するため、本業務全体を総括する責任者 

実施責任者…本業務委託の個別業務を履行するため、総括責任者の指揮・監督の下、

現場での当該個別業務の実施を指揮する責任者 

業務担当者…実施責任者の指示・監督の下、担当業務に従事するもの 

  （３）配置予定の担当者名簿 

     担当分野、氏名、所属、実務経験等 

  （４）その他 

     発注者が他に必要とする事項 

 

11 打合せ等 

受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、実施責任者と監督職員は常に密接な連絡を

取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。また、受注者は業務進捗の情報共有、

業務の実施方針について、定例打合せをすることとする。頻度は月に１回程度を基本とし、適

宜オンライン方式も活用しつつ、必要に応じて開催する。 

 

12 打合せ記録等の作成 

受注者が関与する以下の打合せ等については、速やかに会議録を作成し発注者に提示する。 

（１）業務着手時・中間時・完了時 

（２）定例打合せ（但し議論の結論を簡潔に記した会議メモとする） 

（３）ヒアリング等における記録等 

 

13 業務を進める上での留意事項 

（１）作業計画書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。た

だし、発注者の指定する場合はこの限りではない。 

  （２）本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者との協議の上で決定する。 

  （３）業務の実施に当たって、発注者及び各関係機関等との連絡調整を十分に図ること。 

 （４）受注者は、業務を進めるにあたり、段階的な方向性を決定する際には、それまで実施し  

た調査・検討結果等について、一定の成果を取りまとめ、中間報告として発注者に提出

すること。なお、提出日の詳細や成果の熟度等については、発注者と協議の上、決定す

る。 

  （５）業務計画等に、重要な変更が生じる場合には、事前に発注者と協議を行うこと。 

（６）庁内外の会議等において、業務進捗状況についての報告を求めることがあるので、必要

な資料を作成すること。 

 

14 法令等の遵守 

  本業務の実施にあたっては、本仕様書の他、関係法令、規則等を遵守すること。 
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15 権利関係 

  （１）本業務における成果物の取扱い 

    ア 本業務の履行に係る成果物（印刷物等）の所有権は全て発注者に帰属する。 

イ 成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８条）第２条第１項第１号に規定する著作物  

（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権

（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利）を当該著作権の引き渡し時に発  

注者に無償で譲渡するものとする。 

（２）著作権・知的財産権の使用 

ア 本業務の履行に際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受注

者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。 

   イ 上記にかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りでない。 

 

16 業務の再委託について 

（１）受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならないこと      

とする。主たる部分とは、本業務における企画判断、管理運営、指導監督、確認検査等

の統括的かつ根幹的な業務を指す。 

（２）受注者は、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に、次の事項を発注

者に対して通知しなければならない。 

  ア 再委託先の名称 

  イ 代表者氏名 

  ウ 再委託内容 

  エ その他必要な事項 

（３）受注者は、本業務を履行するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱

わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、発注者の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。 

  ア 再委託が必要な理由 

  イ 再委託先 

  ウ 再委託の内容 

  エ 再委託先が取り扱う情報 

  オ 受注者の再委託先に対する監督方法 

（４）受注者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、当該再委託先に対し、本仕様書に定

める受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、発注者に対して、当該再委託先の

全ての行為及びその結果についての責任を負うこととする。 

 

17 発注者が提供（貸与）できる資料等 

  （１）市保管の各種図面等 

  （２）市保管の書籍等 

  （３）その他業務に必要なもの 
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18 成果品 

   成果品として納入するものは、以下のとおりとする。 

   ア 報告書（「８ 業務内容」に記載の各種成果物を含む） １部 

   イ 電子データを記録した媒体（DVD-Rなど） １セット 

ウ 打合せ資料・関係者等との協議資料 

エ その他発注者が指示するもの 

 

19 その他 

（１）本業務を実施するにあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を

侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（２）受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

 （２）本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議のうえ、その

指示に従い業務を進めるとともに、発注者は業務期間中いつでもその業務の報告を求め

ることができるものとする。 
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（別紙） 

位置図：千葉市美浜区中瀬１丁目外（幕張新都心全域） 

 

 


